
事 務 連 絡 

平成２９年８月 24 日 

 

各府省番号制度主管課長 殿  

 

 

総務省大臣官房個人番号企画室 

 

 

 

顛末報告の徹底及び情報提供者が起因者である場合の 

情報照会者による連絡について（依頼） 

 

 

「試行運用期間における問題発生時の対応及び連絡等の詳細について」（平成 29

年６月 16 日付総官参第 11 号通知。）の「１」（６）及び「２」（１）における顛末報

告について、平成 29 年８月 24 日付で、別添のとおり各都道府県番号制度主管部局

長に対して通知していますので、お知らせします。 

貴職におかれましては、関係制度所管部局を通じ、それぞれの所管制度の実務を

行う地方公共団体（市区町村教育委員会、一部事務組合及び広域連合を含む。）制度

所管部局に対して、対応に遺漏が無いよう適切に周知・助言等を行うようお願いい

たします。 

 

 


